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第１０条 
１．第６条

る本サ
造、変
当金庫

口座振替受付サー
ス（以下「本サービス
ービスの利用者（以
と責任において本規

（サービス内容） 
サービスは、お客様
お客様の指定する

ンピュータ、携帯電話
じて預金口座振替契

（利用対象者） 
客様は、本規定に同
次条に定める対象

（対象口座） 
サービスにおいてお
よるキャッシュカー
利息を付さない旨の

（利用対象端末機）
サービスを利用でき
所定のブラウザソフ

（利用時間） 
サービスの利用時間

（本人確認） 
客様が本サービスを
当金庫所定の情報

ます。お客様が当金
合は、当金庫はお客
あるものとして、第７

（契約の締結） 
様は、第６条に定め
口座振替契約の締結
様が前項の手続きを

きた時点で、お客様
なお、預金口座振替

 
にかかわらず、次の

成立しないものとしま
成立となった旨を通
ものとします。 
対象口座につき差押
結することを不適切

災害や事変、裁判所
利用に係る通信又は
お客様の利用する端
生したことにより、本
たとき。 
口座振替契約が成
のある普通預金の規
求書の提出を受ける
とします。 
機関の指定する振

請求書記載金額が対
越を含みます）を利
知することなく、請求
口座振替契約を解

ものとします。なお、
がない等相当の事由
契約が終了したもの
預金口座振替につい
は一切の責任を負い

（収納機関への通知
金庫は、お客様との
振替に係る情報を通
係る情報を、収納機
申込みに関し、当

普通預金口座を開
す。 

（預金口座振替の開
納機関による預金口

（免責事項） 
条に定める本人確認
サービスの利用とみ
変造、盗用、不正利用
庫に責のある場合を

ービス利用規定（以下
ス」という）の利用につ
以下「お客様」という）
規定に同意したうえで

様が、当金庫所定の
る預金口座（以下「対
話その他の端末機
契約の締結を申し込

同意した当金庫発行
口座を保有する預

お客様が対象口座
ード発行済みの普通
の約定のある普通預

） 
きる端末機は、お客
フトを備えたものに限

間は、当金庫所定の

を利用する場合は、
報を、当金庫所定の
金庫へ通知した内容
客様本人の有効な
７条に定める契約締

めた本人確認手続き
結を申し込むものと
を正確に行い、当金

様と当金庫との間に預
替契約が締結された

の各号のいずれかに
ます。この場合、当

通知しませんので、本

押えが行われている
切と認めたとき。 
所等公的機関の措置
は処理が正常に行
端末機や通信機器
本サービスの利用に

成立した場合、当金庫
規定を含みます）に
ることなく対象口座よ

振替日（当日が当金庫
対象口座の支払可

利用できる範囲内の
求書を収納機関に返
解約するときは、預金

この届出がないま
由があるときは、当

のとして取り扱うことが
いて仮に紛議が生じ
いません。 

知） 
の預金口座振替契約
通知します。お客様
機関に通知すること

当金庫は収納機関に
開設した際に本人確

開始時期） 
口座振替の開始時

認手続きが正常に完
みなし、端末機、暗証

用等の事故があっ
を除き、当金庫は一

下「本規定」という）
ついて規定するもの
）は、本規定の内容
で、本サービスを利

の収納機関に対する
対象口座」という）を

機（以下「端末機」とい
込めるサービスをい

行のキャッシュカー
預金者本人に限ります

として指定可能な預
通預金口座（総合口座

預金口座を含みま

客様自身が正当な使
限ります。 

の時間内とします。 

、対象口座のキャッ
の方法により、正確に
容が、当金庫に登録

意思に基づく真正な
締結の申込みを受け

きを経た後、当金庫
とします。 
金庫にて手続きが正
預金口座振替契約

た後に、申込み内容

に該当する場合は、
金庫は本サービス
本サービス利用者

る場合等、当金庫が

置等のやむを得ない
行われなかったとき。
器等又は当金庫のコ
に係る通信又は処理

庫は、普通預金規
にかかわらず、預金
より請求書記載の金

庫の休業日にあた
可能金額（当座貸越

金額を含みます）を
返却します。 
金者から当金庫へ所
ま長期間にわたり収
金庫は預金者に通
ができるものとします
じても、当金庫の責

約を締結した際に、
様は、当金庫がお客
とについてあらかじ
に対して、お客様が

確認を行ったことの情

時期は、収納機関に

完了した場合は、当
証番号等について当
ても、そのために生

一切の責任を負いま

ネット口座振

は、ネット口座振替
のです。ネット口座振

容を十分に理解し、自
利用するものとします

る諸料金等の支払
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使用権限を有し、か
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庫所定の手続きによ
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容の取消、変更はで
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ス利用者に対して申
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を超えるときは、預金
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す。 

責のある場合を除き

、収納機関に対して
客様との預金口座振
じめ同意するものとし
が当金庫の当座預金
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における手続終了後
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ビス利用規定

次の各号の事由によ
庫は一切の責任を負
イ．お客様の端末機

サービスが提供で
かわらず、当金庫
り、本サービスの提

ロ．当金庫が相当の
誤り、遅延欠落等

ハ．お客様における
た場合。 

公衆回線、インターネ
暗号処理を行ったに
対象口座におけるキ

生じた損害について
ません。 

本サービスに関連し
も、当金庫は、逸失
責任を負いません

１条 （サービス利用
本サービスを利用す
とにより停止すること

当金庫に登録されて
号を、当金庫所定の

の提供を停止します
キャッシュカードや通
を行った場合は、本

前三項により本サー
を再開する場合に

２条 （届出事項の
お客様の氏名、住

金庫所定の書面によ
たことにより生じた損
責任を負いません。

３条 （通知、照会の
当金庫がお客様に対
様が当金庫に届け出
当金庫が前項の連絡
出を怠る等、お客様
ときでも通常到達す
は、当金庫は一切

線及びコンピュータ等

４条 （規定等の適
本規定に定めのな

カード規定等の各規

５条 （規定の変更
この規定の各条項は
られる場合には、店
方法で周知すること

前項によるこの規定
します。 
当金庫の責めによる
金庫は一切責任を

６条 （サービスの変
当金庫は、お客様

とし、事前に相当な
で公表することにより

７条 （準拠法、管轄
本規定の準拠法は日
金庫（本店）の所在地

定 

より生じた損害につい
負いません。 
機、通信機器その他
できなかった場合、
庫の管理に係る通信
提供ができなかった

の安全対策を講じた
等が生じた場合。 

端末機の不正使用

ネット回線等の通信
もかかわらず盗聴、
ャッシュカード暗証
ては、当金庫に責の

してお客様が被った
失利益、間接損害、
。 

用の停止） 
する機能は、当金庫
とができます。 

ているキャッシュカー
回数以上連続して入
す。 
通帳紛失等の届出が
本サービスを利用す

ービスの利用を停止
は、当金庫所定の

変更） 
住所その他の届出事
より対象口座の開設

損害については、当金
 

の連絡先） 
対し、本サービスに

出た住所、電話番号
絡先にあてて通知、
様の責に帰すべき事
すべき時に到達した
の責任を負いませ

等の障害による延着

用） 
ない事項については

規定により取扱います

） 
は、金融情勢その他
店頭表示、当金庫の
とにより、変更できる

定の変更は、公表等

る場合を除き、当金
を負いません。 

変更、中止） 
様の事前の承諾を得
期間をもって店頭表
りお客様に告知いた

轄） 
日本法とします。本サ
地を管轄する裁判所

いては、当金庫に責

他当金庫の管理によ
又は当金庫が相当

信機器や回線もしくは
た場合。 

たにもかかわらず、当

用、誤操作等により正

信経路において、当
、不正アクセスがな

証番号、取引情報等
のある場合を除き、

た損害について当金
その他特別事情に

庫所定の手続きによ

ード暗証番号と異な
て入力された場合は

があり、当金庫が当
することができませ

止した場合において、
の手続きにより当金庫

事項に変更があった
設店に届け出るもの
金庫に責のある場

に係る通知、照会、確
号、Ｅメールアドレス
、照会、確認等を行
事由により、これら
たものとみなし、これ

せん。また、当金庫の
着、不着の場合も同

は、対象口座に係る
す。 

他の状況の変化その
のウェブサイトへの掲
るものとします。 

等の際に定める適用

金庫の任意の変更に

得ることなく本サー
頭表示、ホームペー
たします。 

サービスに関し訴訟
所を第一審の専属的

（202

責のある場合を除き

よらない機器の障害
当の安全対策を講じ
はコンピュータ等の

当金庫が送受信した

正しい取扱いができ

当金庫が一般に相当
なされたことにより、
等が漏洩した場合、

当金庫は一切の責

金庫が責任を負う場
に基づく損害につい

より当金庫本支店へ
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ん。 
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確認等を行う場合に
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れによって生じた損
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掲載による公表その

用開始日から適用さ

によって損害が生じ

ービスを変更、中止で
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訟の必要が生じた場
的合意管轄裁判所
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